
１
　
奈
良
時
代
の

「
文
部
省
」
は
教
育
の
官
庁
て
は
な
か
つ
た

２
　
「
教
部
省
」
は
使
え
な
か

っ
た

「
学
問
」
の
た
め
に
設
立
し
た
文
部
省

「
文
部
」
採
用
の
意
味

「
教
育
」
の
省
に
変
質
し
た
文
部
省

戦
後
改
革
で
は
改
称
に
い
た
ら
な

っ
た

76543 6543１
　
「
生
長
」
の
た
め
の
試
行
的
小
学
校

２
　
「
学
問
」
の
た
め
に
設
立
し
た
学
校

第
二
章
　
「
明
治
教
育
」
の
生
成

１
　
孟
子
が
創

っ
た

「
教
育
」
は
国
主
の

，
楽
し
み

″だ

っ
た

２
　
中
国
で
は

「
教
育
」
は
使
わ
れ
な
か

っ
た

３
　
日
本
て
の

「
教
育
」
の
使
用

４
　
人
民

へ
の

「
教
育
」
の
浸
透

５
．
中
国
は

「
教
育
」
を
日
本
か
ら
逆
移
入
し
た

０
　
各
種
事
辞
典
に
お
け
る

「
教
育
」
の
定
義

明
治
教
育
の
呪
縛

―

誤
解
さ
せ
ら
れ
て
き
た
い
き
さ
っ
―
―

次

ま
え
″
き

―
―

ヒ
ン
ト
は
江
戸
時
代
に
あ
る

第

一
章
　
業
部
省
の
変
質

第
二
章
　
学
校
の
変
質

「
学
問
」
政
策
下
の

「
立
身
出
世
」
の
鼓
舞

学
校
焼
き
討
ち
事
件
の
拡
大
と
鎮
圧

「
教
育
」
政
策
下
の

「
立
身
出
世
」
の
鼓
舞

「
夢
」
に
破
れ
た
人

へ
の
慰
め

学
校
は

「
教
育
」
を
受
け
る
と
こ
ろ
て
は
な
か

っ
た
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７
　
『
広
辞
苑
』
の

「
教
育
」
の
定
義
は
変
化
し
て
い
る

第
四
章
　
饉
，
―
●
９
■
訳
０
確
●

１
　
各
種
辞
典
に
お
け
る
．ｇ
，
８̈
〓
）■
の
定
義

6  5 4 3 2 765432
第
五
章

　

「
散
青
」
と
．歯〓
８
〓
す
■
の
同
定

１
　
「
教
育
」
と
，口
，
ｇ
臓
●
”，と
の
出
会
い

第
六
章

　
「
書
邁
教
育
」
の
饉
造

１
　
２
日
通
教
育
」
の
概
念
と
妄
信

あ
と
が
き

―
―

こ
れ
か
ら
の
人
間
形
成
の
た
め
に
―
―

6 5 4 3 2

ウ
エ
プ
ス
タ
ー
に
お
け
る
．籠
ド
●
８
，
■
あ

定
義
は
発
展
し
て
い
る

．８
，
こ
こ
う
Ｌ
の
鍵
概
念
は

「
開
発
」
と

「
職
業
」
で
あ
る

イ
ギ
リ
ス
で
は
労
働
者
の
学
習
か
ら
学
校
が
発
展
し
た

．日
，
ｇ
，
ュ
０
■
．観
の
欧
米
に
お
け
る
実
情

徒
弟
制
度
に
よ
る
仕
事
の
伝
承
が
・●
，
〓
な
ど
■
的́
だ

日
本
人
の

「
教
育
」
好
み
と

「
調
練
」
嫌
い

中
国
で
は
，日
一
ｇ
よ

８̈
，は

「
教
育
」
で
は
な
か

っ
た

中
国
で
は

「
教
育
」
は
，●
ュ
Ｘ
”
丼
Ｈ
．て
は
な
か

っ
た

「
教
育
」
と
．．］
一
Ｒ
〓
●
■
は
同
義
で
な
か

っ
た

福
沢
諭
吉
は

「
発
育
」

「
教
育
勅
語
官
定
英
訳
」

で
あ
る
べ
き
と
主
張
し
た

に
よ
る

「
教
育
」
と
６
ε
ｇ
Ｒ
け
Ｌ
と
の
同
定

「
日
本
国
憲
法
」
に
お
け
る

「
普
通
教
育
」
の
利
用

国
際
的
規
程
に
無
い

「
普
通
教
育
」

「
普
通
教
育
」
普
及
の
背
景
と
性
格

一
理
事
功
程
」
で
の
初
出
と

”
米
欧
回
覧
実
記
』
に
よ
る
普
及

始
ま
り
は
フ
ル
ベ
ッ
キ
の
ぼ
８
〓
髯

ｏ
，
８
”
〓
■

図
版
出
奥
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